
 
 

第６回会議  提案事項  資料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

西伯町・会見町合併協議会 
 

平成１５年６月５日 



提案事項 第１号 
 

建設事務の取り扱いについて 
 
新町における建設事務の取り扱いについては、別紙のとおりとする。 

  
平成 15年６月５日提案   

 
           西伯町・会見町合併協議会 

会 長 坂 本 昭 文 
 













提案事項 第２号 
 

住民登録等の窓口事務の取り扱いについて 
 
住民登録等の窓口事務の取り扱いについては、別紙のとおりとする。 

  
平成 15年６月５日提案   

 
           西伯町・会見町合併協議会 

会 長 坂 本 昭 文 
 



2 町の施策の調整方針について （住民福祉部会 窓口業務） 
現     況 

項 目 
西伯町  会見町

課 題 調整方針 

窓口業務 

・電算化(H13.6.1) 

・システム リコー 

・管理委託 リコー 

・証明手数料は政令による 

・町内郵便局に申請書設置。郵送

で請求できる。 

・電算化（H11.8.1） 

・システム  TKC 

・管理委託  情報センター 

・証明手数料は政令による。 

・電算システムの統合 

・申請書の設置場所が違う 

 

戸籍事務 

 

 

 

 (根拠法令) 

戸籍法・同規則   戸籍法・同規則

 

 

・全体のＩＴ整備の中で調整 

・申請書の設置場所 西伯町の例による 

 

・ 電算入力 

・システム  ケイズ 

・住基ネット ケイズ 

・管理委託  ケイズ 

・謄抄本ともに１通３００円 

・閲覧は 1世帯につき２００円 

・町内郵便局に申請書設置。郵送

で請求できる。 

・電算入力 

・システム  TKC 

・住基ネット TKC 

・管理委託  情報センター 

・謄抄本ともに１通３００円 

・閲覧は 1世帯につき２００円 

・電算システムの統合 

・申請書の設置場所が違う 

 

住民基本台帳 

 

 

 

(根拠法令) 

住民基本台帳法  住民基本台帳法  

・全体のＩＴ整備の中で調整 

・申請書の設置場所 西伯町の例による 

 

登録者（平成 15 年 1月末） 

58 人 

・登録者（H15.1 月末） 

45 人 
な   し 

外国人登録 

 

  (根拠法令) 外国人登録法・同規則   外国人登録法・同規則

・両町の制度を継続 

(国の制度) 

・ 電算入力 

・システム ケイズ 

・証明書１通３００円 

・登録証再交付１枚４００円 

（紛失、改印の際に旧登録証がな

い場合） 

・電算入力 

・システム TKC 

・証明書１通３００円 

・登録証再交付１枚４００円 

（紛失、改印の際に旧登録証がない場

合） 

・電算システムの統合 

 

印鑑登録・証明 

 

 

 

 

 

  (根拠法令) 印鑑登録条例・同施行規則  印鑑登録条例・同施行規則  

・全体のＩＴ整備の中で調整 

 

コンピューター化 

戸籍システムにより発行 

コンピューター化 

戸籍システムにより発行 
・電算システムの統合 

 

身分証明 

 

  (根拠法令) 戸籍法・成年後見登記法・政令   戸籍法・成年後見登記法・政令

・全体のＩＴ整備の中で調整 

 



現     況 
項 目 

西伯町 会見町 
課 題 調整方針 

 

住民福祉部会 窓口業務 2 2

コンピューター化 

戸籍システムによる入力、発行 

コンピューター化 

戸籍システムにより入力・発行 
・電算システムの統合 

人口動態 

 

  (根拠法令) 人口動態調査令   人口動態調査令

・全体のＩＴ整備の中で調整 

 

コンピューター化 

戸籍システムにより発行 

（ただし閉庁日は手書きにて発

行） 

コンピューター化 

戸籍システムにより発行 

（ただし閉庁日・戸籍担当者不在の時

は手書きにて発行） 

・電算システムの統合 

埋火葬許可証 

  (根拠法令) 

墓地・埋葬等に関する法律   墓地・埋葬等に関する法律

 

・全体のＩＴ整備の中で調整 

 

破産者等は戸籍システムにて管理 

犯歴簿を作成して管理 

破産、被後見人は戸籍システムで管理

犯歴簿を作成して管理 

・なし 

 

破産者、被後見人及び

犯罪者名簿 

 (根拠法令)    

・両町の制度を継続する 

  



提案事項 第３号 
 

国民年金事務の取り扱いについて 
 
国民年金事務の取り扱いについては、別紙のとおりとする。 

  
平成 15年６月５日提案   

 
           西伯町・会見町合併協議会 

会 長 坂 本 昭 文 
 



2 町の施策の調整方針について （住民福祉部会 国民年金業務） 

現          況 
項 目 

西伯町 会見町 
課 題 調整方針 

1.国民年金被保険者
に関する事項 
 

・１号被保険者の資格取得、喪失に係る

届出受理 
・任意加入被保険者の資格取得、喪失に

係る届出受理 
・20歳到達者に係る情報提供に関する事 
・氏名変更、住所変更の 
受理 
・国民年金手帳の再交付申請書の進達 
・国内に住所を有しない被保険者の届出

に関する事 

・１号被保険者の資格取得、喪失に係

る届出受理 
・任意加入被保険者の資格取得、喪失

に係る届出受理 
・20歳到達者に係る情報提供に関する
事 
・氏名変更、住所変更の受理 
・国民年金手帳の再交付申請書の進達 
・国内に住所を有しない被保険者の届

出に関する事 
 

（担当課） 町民生活課 谷本 町民生活課 中前 
（根拠法令） 国民年金法 国民年金法 

  なし 両町の制度を継続。 
(国の制度) 
 
 

2.給付に関する事項 ・裁定請求書の進達 
・現況届（国民年金障害基礎年金、遺族

基礎年金所得状況連名簿）の進達 
・死亡届、未支給請求の進達 
・老齢福祉年金に関する事 

・裁定請求書の進達 
・現況届（国民年金障害基礎年金、遺

族基礎年金所得状況連名簿）の進達 
・死亡届、未支給請求の進達 
・老齢福祉年金に関する事 
 

（担当課） 町民生活課 谷本 町民生活課 中前 
（根拠法令） 国民年金法 国民年金法 

  なし 両町の制度を継続 
(国の制度) 

3.保険料に関する事
項 

・付加保険料納付の申出、辞退申出に関

する事 
・保険料の免除、学生納付特例の申請に

関する事 
・保険料還付請求書の進達 

・付加保険料納付の申出、辞退申出に

関する事 
・保険料の免除、学生納付特例の申請

に関する事 
・保険料還付請求書の進達 
 

（担当課） 町民生活課 谷本 町民生活課 中前 
（根拠法令） 国民年金法 国民年金法 

   なし 両町の制度を継続 
(国の制度) 



現          況 
項 目 

西伯町 会見町 
 

課 題 調整方針 
 

住民福祉部会 国民年金業務 2 2

4.その他 ・事務費交付金に関する事 
・広報に関する事 
・国民年金基金に関する事 
 

・事務費交付金に関する事 
・広報に関する事 
・国民年金基金に関する事 
 

（担当課） 町民生活課 谷本 町民生活課 中前 
（根拠法令）   

電算システムの統一 全体のＩＴ整備の中で調整 

 



提案事項 第４号 
 

環境事務の取り扱いについて 
 
環境事務の取り扱いについては、別紙のとおりとする。 

  
平成 15年６月５日提案   

 
           西伯町・会見町合併協議会 

会 長 坂 本 昭 文 
 



2 町の施策の調整方針について （住民福祉部会 環境業務） 

現    況 
項 目 

西伯町  会見町
課 題 調整方針 

1.ごみ処理     

(1)分別   6 分別 

① 可燃ごみ 

② 不燃ごみ 

③ 不燃粗大ごみ・家電リサイクル 

④ 資源ごみ（空缶・空ビン） 

⑤ 再生用資源ごみ 

 (会見町の⑤・⑥・⑦に同じ) 

 

⑧ 乾電池・蛍光管 

 

8 分別 

① 可燃ごみ 

② 不燃ごみ 

③ 不燃粗大ごみ・家電リサイクル 
④ 空缶・空ビン 
⑤ 再利用ビン・ペットボトル 
⑥ 発泡ｽﾁﾛｰﾙ 
⑦ 古紙類 

⑧ 乾電池・蛍光管 

 

（根拠法令） 西伯町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 

同上施行規則 

 

会見町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 

同上施行規則 

 

（担当課） 町民生活課 種 町民生活課 岩田栄 

分別の仕方が違う  会見町の例による

(理由：細かく分別されている

ほうが再利用面でも良い。) 

1.収集区域 町全域 1.収集区域 町全域  両町の制度を継続 

2､収集体系  家庭系ごみ 2.収集体系 家庭系ごみ  両町の制度を継続 

3､収集方式 

・家庭系ごみ   ステーション方式 

・事業系ごみ  許可収集､自己搬入 

・ごみの出し方 

 可燃ごみは町指定のゴミ袋あり  

3.収集方式 

・家庭系ごみ  ステーション方式 

・事業系ごみ  許可収集、自己搬入 

・ごみの出し方 

 可燃ごみ・不燃ごみは町指定のゴミ袋あり 

 

 

 

ゴミ袋の種類が違う 

不燃ごみの袋が会見町だけあり 

 

西伯町の例による 

 

 

(2)収集 

4 収集頻度  

① 可燃ごみ           週 2 回

② 不燃ごみ           月 1 回

③ 不燃粗大ごみ・家電リサイクル 月 1回

④ 資源ごみ（空缶・空ビン）   月 1 回

⑤ 再生用資源ごみ        月 1 回

（会見町の⑤・⑥・⑦に同じ) 

 

⑧ 乾電池・蛍光管        年 4 回

 

4.収集頻度 

① 可燃ごみ           週２回 

② 不燃ごみ           月１回 

③ 不燃粗大ごみ・家電リサイクル 月１回 

④ 空缶・空ビン         月１回 

⑤ 再利用ビン・ペットボトル   月１回  

⑥ 発泡スチロール        月１回 

⑦ 古紙類            月１回  

⑧ 乾電池・蛍光管        年３回 

収集回数が違う  会見町の例による

(理由：収集回数が多いほうが

住民にとって利便性が高い) 

 

 

 

 

※乾電池・蛍光管については、

西伯町の例による。 



現    況 
項 目 

西伯町 会見町 
課 題 調整方針 

 

住民福祉部会 環境業務 2 

  5．ごみステーション設置状況

設置基準 各自治会が役場と協議して決定 

設置主体 各自治会 

設置場所数 89 箇所 

社会福祉協議会が補助 1 地区 6万円 

5.ごみステーション設置状況 

設置基準 各自治会が役場と協議して決定 

設置主体 各自治会 

設置場所数 73 箇所 

設置補助金 １／２ 上限 3万円 

（根拠法令）  会見町ごみ共同収集施設設置費補助金交付要

綱 

設置補助金が違う  会見町の制度を継続

6.ごみ収集運搬 

民間業者委託 

可燃ごみ 

 不燃ごみ 

 不燃粗大 

 家電リサイクル 

 空缶･空ビン 

  蛍光管 

  乾電池 

6.ごみ収集運搬 

民間業者委託 

 可燃ごみ 

 不燃ごみ 

 不燃粗大 

 家電リサイクル 

 空缶･空ビン 

  蛍光管 

  乾電池 

  両町の制度を継続する。

7資源ごみ回収 

民間業者委託 

  発泡トレー 

ペットボトル 

古紙､牛乳パック､ダンボール 

7.資源ごみ回収 

民間業者委託 

 発泡トレー 

 ペットボトル 

古紙、牛乳パック、ダンボール 

（根拠法令） 西伯町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 

同上施行規則 

 

会見町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 

同上施行規則 

 

（担当課） 町民生活課 種 町民生活課 岩田栄 

  両町の制度を継続

(3)ごみ処理に関する

その他の制度 

1､指定ゴミ袋使用 

・可燃物用 

町内小売店(5 店)    1 枚  25 円 

及び各自治会 

・不燃物用 

  該当なし 

1､指定ゴミ袋使用 

・可燃物用 

町内小売店(2 店)    1 枚  25 円 

及び各自治会 

・不燃物用 

町内小売店(2 店)    1 枚  25 円 

及び各自治会 

 

（根拠法令） 廃棄物の処理及び清掃に関する条例 

同上施行規則 

廃棄物の処理及び清掃に関する条例 

同上施行規則 

 

ゴミ袋の種類が違う 

 

 

不燃物用袋が会見町だけあり 

 

 

可燃物用は、両町の制度を継続 

 

 

不燃物用は、西伯町の例によ

る。 



現    況 
項 目 

西伯町 会見町 
課 題 調整方針 

 

住民福祉部会 環境業務 3 

  2.環境美化指導員

･県からの委嘱 1 人 

・任期 1 年(4／１～3／31) 

･環境美化促進地区 緑水湖周辺 

2.環境美化指導員 

・県からの委嘱 １人 

・任期 1 年(4／１～3／31) 

・環境美化促進地区 朝金フラワーパーク周辺

 

（根拠法令）   

  両町の制度を継続

（県の制度） 

 

 

3･産業廃棄物不法投棄監視員 

･県からの委嘱  1 名 

･町内一円巡回 

3.産業廃棄物不法投棄監視員 

・県からの委嘱 1 名 

・町内一円巡回 

（根拠法令）   

 

（担当課） 町民生活課 種 町民生活課 岩田栄 

 

 

 

 

両町の制度を継続 

(県の制度) 

 

 

 
2.水質検査  河川水質検査

・工場排水   9 箇所 年 1回  

 ※理由 住民要望により 

・河川水     15 箇所 年 1 回 

 ※理由 環境保全のための調査 

･業者委託 

河川水質検査 

・朝鍋川支流 1 箇所 年 3 回（5・11・2月）

 ※理由 産業廃棄物処分場流水追跡調査 

 

 

・業者委託 

(根拠法令） なし 予算措置 なし 予算措置 

（担当課） 町民生活課 種 町民生活課 岩田栄 

箇所数・回数・理由が違う ・工場廃水・朝鍋川支流につ

いては両町の制度をそれぞれ

継続 

・河川水については、会見町

でも場所を選定して実施す

る。 

3.狂犬病予防  犬の登録

狂犬病予防注射（4月、補足 6月） 

犬の登録 

狂犬病予防注射（4月、補足 6月） 

狂犬病予防法  狂犬病予防法（根拠法令）

（担当課） 町民生活課 番原 福祉保健課 加納 

  両町の制度を継続

(国の制度) 

4.蚊・蝿の駆除   実施していない 防疫薬剤の購入斡旋と助成

・乳剤･油剤･粉剤 

・購入価格の 1/2 を区に助成 

（根拠法令）    なし 予算措置

（担当課）    福祉保健課 加納

西伯町 未実施 

会見町 実施 

 

平成 17 年度から廃止する。 

（理由：住環境が整備され事

業効果が薄い。） 

 




